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研究成果の概要： 会社法の論点として，コーポレート・ガバナンスとＣＳＲの関係について，

コーポレート・ガバナンス論は会社法の大原則的地位を占めるものであるとし，それに対して

ＣＳＲ論は会社法の例外として，解釈として原則に修正をかけるものと位置づける。労働法の

観点から，ＣＳＲ履行のため従業員の経営参加が可能な機関設計を選択可能とし，2005 年成立

会社法が標榜する機関設計の多様化にさらに踏み込むことを提案する。 
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１．研究開始当初の背景 
ＣＳＲについての日本の議論は時系列的に

変遷しており，現在のところ次の４つの期間

に分けることができよう。第１期は1970年代，

公害問題等に端を発し国会付帯決議となり，

商法に，取締役に対し社会的責任に対応して

行動すべき義務を課するといった一般規定を

設けるかどうかで議論された時代である。第

２期は1980年代後半，企業不祥事がきっかけ

となり，メセナ，フィランソロピー等の企業

の社会貢献が流行したときである。第３期は

1990年代後半，やはり企業不祥事が契機とな

りコーポレート・ガバナンス論の全盛期を迎

え，その影響を受けＣＳＲの議論は沈滞した。

そして第４期にあたる現在，ＳＲＩ（socially 

responsible investment：社会的責任投資）

の台頭によってＣＳＲはもっぱらＳＲＩと関

連して再び脚光を浴びるようになった。 
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 ここにきて，その意義は現代的に変容し，

「遵守すべき法規制や慣習を超えて，基本的

人権の尊重，環境保護，社会の発展，利害関

係人の利益の適切な調整といった観点から，

企業の持続的発展を支えるためになされる企

業の自主的な取り組み」（ＥＵ緑書定義参考）

というものと捉えられてる。ＣＳＲのさまざ

まなレベルでの規範が一種のソフト・ロー，

つまり法的な強制力をともなうというわけで

はないが，実際上かなりの強制力をもつよう

になってきているのが特徴として挙げられる。 

  
２．研究の目的 
本研究は現在その議論の第４期にあろうＣ

ＳＲについて，法的に考察することを目的と

する。その分析手法は，会社法および労働法

のそれぞれの多元的観点を座標軸に据え，そ

こにＣＳＲ議論をとりまく時代の変遷の軸を

加味し，比較法的にＣＳＲの概念的な広がり

を明らかにする。次世代の論点を探ることに

よって今後の展開を先取ることを目指し，第

５期のＣＳＲを浮かび上がらせる。 

 
３．研究の方法 
（１）ＣＳＲの会社法上の議論―コーポレー

ト・ガバナンスとの関係 

 両者は企業不祥事を契機に注目され，経営

の健全性を問題点としているという点では

交錯しているものであるが，わが国ではあま

り論じられていない。第３期における両者の

関係に起因すると考えられよう。コーポレー

ト・ガバナンスとＣＳＲの関係を論じること

によって，ＣＳＲの会社法上の位置づけを鮮

明にする。 
  

（２）ＣＳＲの労働法上の議論 

 従来はもっぱら従業員の経営参加について

論じられてきた分野であるが，新たな論点と

して公益通報者保護制度が挙げられる。新会

社法においても取締役等の内部統制，コンプ

ライアンス体制の整備に関する責任が明確化

されたこともあり，従業員の公益通報の法的

性質およびステークホルダーとしての従業員

の利益を検討する。 

 

（３）研究方法 

上記研究を進めるために，日本ＣＳＲ関係

文献，日本会社法関係文献，日米英労働法関

係文献，ＣＳＲ関係文献を購入し，山口大学

に設置し，収集した文献・資料および情報の

分析にあたった。 

 収集した文献・議論・情報，議論・情報収

集収集関連諸機関ホームページおよび

LEXIS-NEXIS 等商業検索ネットで得た資料を

もとに考察を重ねるが，最新の情報が上記メ

ディアに掲載までのタイムラグを解消する

ために，米国へ研究調査へ赴いた。具体的に

は，コロンビア大学ロースクール，ニューヨ

ーク市立図書館等で，資料収集および実態調

査を行った。 

 

４．研究成果 

（１）ＣＳＲ論によるコーポレート・ガバナ

ンス論の修正 

 コーポレート・ガバナンスとＣＳＲそれぞ

れのそもそも論から考えてみる。 

 まず，コーポレート・ガバナンス論は，バ

ーリ・ミーンズによって，大会社における経

営者支配，すなわち株式所有の分散による大

株主の消滅，および経営の複雑化・専門化に

より自身ではほとんど株式を所有しない経

営者が株主総会を事実上支配し，自身の後継

者を自分で選任する形で自律性を取得する

現象がまかり通っている状態が実証された

いにしえより，このような経営者が株主のコ

ントロールを脱しているという会社の法的

構造上望ましくない状態をいかにして正常

化させ，経営者をいかに適切にコントロール



 

 

するかという議論がそもそもの始まりであ

る。 

 そこで論じられるのは次の２つの論点で

ある。第１に会社主権者論，すなわち平易に

いうと会社は誰のものかということである。

1990 年代には株主による経営者のコントロ

ールも論じられたが，現在は経営の効率性，

株主利益の最大化に論点がシフトしている。

第２に，会社機関論，すなわち経営者を適切

にコントロールできる機関構成とはどのよ

うなものかという論点である。前者において

は学説の圧倒的多数はいわゆる株主主権を

支持している。後者においては，現在も議論

は尽きていない。最新の学説提起は，法改正

によって監査役を取締役会の正構成員にす

るというものである。 

 他方，ＣＳＲ論は会社法上では以下の３点

において論じられた。 

 第１に会社目的論，すなわち会社の権利能

力は定款所定の目的に制限されるかという

論点である。本論点は，会社が公益増進のた

めに寄付等を行えるかどうかというケース

で問題となる。イギリスでは 1985 年会社法

（Companies Act 1985）35Ａ条において能力

外法理（ultra vires doctrine）は放棄され

た。日本では判例が ultra vires を維持しな

がらも目的の範囲を広く解釈しており，結果

としてイギリスと変わらない。 

 第２に会社機関論，すなわちステークホル

ダーの意見を会社経営に反映させる機関設

計はどのようなものが望ましいかというこ

とである。本論点はドイツにおける共同決定

制が代表的なものであり，アメリカでもかつ

て多重的利害関係者取締役会の構想が語ら

れたことがある。本論点において日本独自の

議論はみられない。 

 第３にＣＳＲ立法論。アメリカおよびイギ

リスでは株主利益最大化原則の修正条項を

もっている。すなわち，アメリカにおいては

たとえばＡＬＩ2･01 条のような会社の基本

的目的が営利を追求することであるとしな

がらも，会社がその資産から合理的金額を公

共の福祉，人道主義，教育および慈善の目的

のために献金することを明示したステーク

ホルダー利益保護条項がある。 

 取締役信認義務修正条項については，アメ

リカ諸州会社法が企業防衛策がどの範囲で

適法かを考慮する場合，何が会社にとって最

善の利益かを経営者が判断する際に，株主の

利益に加えて，従業員，供給者，顧客，地域

住民への影響を考慮することができる旨を

明文で定めている。イギリスでは，2007 年

10 月施行の 2006 年会社法（Companies Act 

2006）172 条において「取締役は株主の利益

となるよう会社の成功を推進する可能性を

最大にする手段を確実に選択し行動しなけ

ればならない。同時に従業員，取引関係者，

地域社会，環境，会社の名声等をつねに考慮

に入れなければならない」という内容の規定

を置いている。そもそも会社法上の概念では

ないステークホルダーを会社法において規

定することは，株式会社法制度の大原則に修

正を施す至難の業であるに関わらず，敢えて

制定法をもつ両国の姿勢は示唆に富むとい

えよう。日本では，1970 年代に商法上にＣＳ

Ｒ一般規定を置くことの是非が議論された

ことがある。 

 以上から考えられることには，まずコーポ

レート・ガバナンスについて，その主体は会

社である。その実現のための行為者は経営者

（取締役・執行役）であり，経営者を監督す

る場合には株主もそうである。誰のためにな

されるか，それは株主である。なぜなら，コ

ーポレート・ガバナンスを実行する経営者は

株主の信認を負う者であるから。 

 他方ＣＳＲについて，その主体は同じく会



 

 

社である。実現のための行為者は経営者（取

締役・執行役）である。誰のためになされる

か，それはステークホルダーであろう。なぜ

なら，株主のためのみの経営に修正を迫られ

た結果のＣＳＲであるから。 

 ＣＳＲのキーワードは outside world およ

びexternal relations とみることができる。

上記の相違点から考えると，このキーワード

に対応するコーポレート・ガバナンスのそれ

はinside worldすなわちinside corporation

および internal relations ということにな

ろう。そうすると，コーポレート・ガバナン

スとＣＳＲは異質なものである。会社法の枠

組みのなかでは会社機関論のように関連す

るところもあるが，両者を同一のものとは考

えられない。 

 それでは，両者の関係をどのように捉える

か。結論として，コーポレート・ガバナンス

論は会社法の大原則的地位を占めるもので

あるとし，それに対してＣＳＲ論は会社法の

例外として，解釈として原則に修正をかける

ものと位置づけるというのはどうだろうか。 

 法の大原則に対する修正をわれわれは過

去に経験してきた。すなわち近代市民社会の

３原則に修正を施したのは，資本主義の発達

とともに自由主義が行き過ぎとなって社会

的に弊害を生じるに至ったことである。とり

わけ契約自由の原則の修正のように，当事者

の経済的な力関係に格差がある場合弱者が

強者に喰い物にされたこのとに対して，社会

法的な修正が加えられたことがある。日本で

は労働基準法による雇用（民法）の修正が挙

げられる。昨今の経済状況ではとくに会社従

業員の雇用が危険にさらされている。会社法

の大原則はそのままに，多少の修正を加える

ことを提案する。 

 
（２）経営参加との関係 

 ＣＳＲの観点からの従業員の経営参加に

ついてはＣＳＲ１期の議論を現在に援用し

てみたい。 

 奥島孝康教授は次のように述べた。従業員

の経営参加は，法理論上，労働者をして会社

の実質的構成員化をはかるものであり，伝統

的な会社法の枠組みからすれば，その枠外の

異質な問題である。しかしながら，経営参加

によって，従業員を「企業のアウトサイダー

（対立者）」から「企業のインサイダー（協

力者）」へ転換させることは，法思想的にも

十分根拠のあることとである。ま，近年，人

本主義企業論や会社共同体論に見られるよ

うに，従業員を株式会社の実質的構成員とし

て捉える考え方の台頭が見られ，これは企業

における人的要素の再評価の動きと位置づ

けられる。一方，現在の株式会社の利害状況

は株主，従業員に止まらず，一連のステーク

ホルダーに対してのＣＳＲ履行の観点から

多元的利益の調整機能を期待しうる会社機

関として監査役（会）を考えた場合，モニタ

ー制度としての監査役（会）へ従業員が参加

しうる制度的手当てを立法的に整備してお

くことも考えられるのではないだろうか。 

 奥島教授は続ける。元来，参加という概念

は，自発性・任意性を要素とし，自由を中核

とするものであり，強制とは対立する概念で

ある。社会的な条件と機運が熟すまでは，任

意に労働者監査役制を採用し得るよう法制上

の条件整備程度を行っておくことが，立法政

策としては賢明な選択なのではないか。 

 他方，新会社法では，機関設計について大

幅な柔軟化が図られている。すなわち，基本

的な機関構成と権限分配は変わらないが，有

限会社が株式会社に統合されたため，小規模

閉鎖的な株式会社から大規模公開的な株式

会社までのすべてを視野に置いた規制とな

り，いろいろな機関構成と権限分配が可能と



 

 

なった。それだけ柔軟な機関設計ができるよ

うになっており，その分，株主（定款）自治

の幅が広がったともいえる。したがって，公

開会社である大会社では，株主が不特定多数

にわたり，かつ会社債権者等，利害関係者も

多数になると思われ，コーポレート・ガバナ

ンス強化のため，株主総会のほか，取締役

会・代表取締役，監査役会，会計監査人を置

く監査役会設置会社か，取締役会，３委員会，

執行役，会計監査人を置く委員会設置会社の

みを選択することができる。その間に，公開

会社か株式譲渡制限会社か，大会社かそれ以

外の中小会社かの区別によっても，いくつか

の機関の選択肢があり，全体では 30 種類以

上にのぼる。 

 この多様化された機関設計の中にＣＳＲ

の観点から従業員の経営参加の方策を確保

することも考えられるのではないか。もちろ

ん，選択のモデルを多くするとか，採用する

か否かの選択さえも認めるという柔軟な対

応をとり，定款自治に則るものとすることは

もちろんである。このように，会社法をもっ

て，いくつかのモデルを設け，その任意の採

用に備えることまでも反対すべき理由があ

るとは思えない。ＣＳＲの履行を会社に促す

という原点に立ち戻って，任意的制度として

再構成することを考えてもいいのではない

か。機関設計の多様化にさらに踏み込みたい。 

 ドイツ共同決定法はきわめて政治的な問題

であり，会社法の見地から見た場合，その導

入は，気の遠くなるほど難しい問題の解決を

伴わなければならないが，それでもこの途を

進まなければならないというのは，それ以外

に解決の方法がないほどの社会・政治状態が

出現した場合という。これらの条件をすべて

満たしているという訳ではないが，新会社法

の制定によって機関設計，定款自治の基盤は

整ったといえないだろうか。確かに，従業員

の機関への参加問題は会社法上で扱うことと

はなじまない。しかし，立法趣旨の優先順位

の上位にＣＳＲ履行の観点を据えることに意

義を見いだすことはできるであろう。 

 このように，ＣＳＲは一貫してステークホ

ルダーとしての従業員問題と取り組んできた。

ＣＳＲ１期および２期では，従業員を商法上

の問題として扱った。会社機関への参加や取

締役の義務に表れるものである。そこでの従

業員は，程度の差こそあれ，ステークホルダ

ーの一員として所有者株主と対等に扱われる。

経営に参加すれば，ものが言える存在になれ

る。この期間は，会社法の枠組みの中に会社

法上の構成組織以外のものを当てはめようと

したことによるジレンマと闘ってきたといえ

よう。 

 他方，ＣＳＲ４期では，従業員を商法以外

の法分野で扱っている。労働法の補完や公益

通報者保護法に表れている。ただ，公益通報

者としての従業員はステークホルダーとし

ての従業員ではないので本問題は他の論点

とは異質とみる。労働法を補完することは，

意義のあることではあるが，会社が従業員に

対して与えるある意味恩恵のようなものと

も考えられ，従業員のごきげんとりの様相も

呈する。15 世紀イタリアはメチェナティズモ

の如しであろう。 

 労働法の目的である「労働者の地位向上」

をＣＳＲによって図るためには，機関参加や

労働法の補完のどちらも必要と考えるが，前

者が達成されることが望ましいと考える。後

者のような恩寵型の待遇向上だけではなく，

会社の意思決定に関わることができて初めて

真の地位向上を獲得できるのではないだろう

か。ＣＳＲ履行の観点から機関設計の多様化

にさらに踏み込むことを提案する。 
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